
 2025年6月20日 現在

この基金は、故源河朝明氏から那覇市へ寄贈された資金を原資として
おり、那覇市を中心とした沖縄県内において、社会福祉に関わる活動を
行う法人、団体に対して助成を行い、地域社会の福祉の増進に寄与す
ることを目的としています。

沖縄県において、那覇市を中心に県民のための社会福祉活動（社会福祉法第2条に規定する第
1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業にかかわる社会福祉活動、その他これに類する社
会福祉活動）を営み、原則1年以上の事業実績を有し、営利事業を行わない法人または団体

対象の事業となるのはこちら

①那覇市を中心とした沖縄県内の社会福祉に関する独創的、先駆的な事業・企画に対する助成事業
※日常の人件費や交通費は助成対象外です。

● 在宅障がい者・高齢者に対する給食、入浴、家事援助活動
● 在宅障がい者・高齢者の外出補助活動
● ひとり暮らし、寝たきりの高齢者に対する訪問活動
● 点訳・録音活動
● 障がい者福祉施設・高齢者福祉施設での労力提供活動
● 障がい者・高齢者に対する文化、レクリエーション活動の指導、援助活動
　（社会福祉事業にかかわるものに限ります。趣味的な活動を行う団体は除きます。）
● その他児童福祉等上記に準ずる活動

②沖縄県内において、那覇市を中心に障がい者、高齢者および児童に対する下記に掲げる社会福祉
活動を営む法人およびボランティア団体を支援するための施設・機器の設備等

社会福祉活動内容

1法人または1 団体100万円を限度とします
助成金総額500万円予定

公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金　受託者 三菱UFJ 信託銀行株式会社　事務局 株式会社琉球銀行

28

2025.7/1 8/29火 金

詳しい情報は琉球銀行ホームページへ
掲載しています 琉球銀行ホームページはこちらの二次バーコードから！



株式会社琉球銀行 総合企画部サステナビリティ推進室内
公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金 事務局

助成対象先

助成対象
事業

応募資格

助成金額

応募方法

2025年7月1日（火）～8月29日（金）　※最終日当日消印有効応募期間

選考の方法

助成金の支給

報告書の提出

沖縄県において、那覇市を中心に県民のための社会福祉活動（社会福祉法第2条に規定する
第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業にかかわる社会福祉活動、その他これに類す
る社会福祉活動）を営み、原則1年以上の事業実績を有し、営利事業を行わない法人または
団体とします。

助成対象者のうち、公的助成を受けていない、または公的助成が少ない法人および団体とし
ます。（当基金から既に助成を受けたことのある法人・団体は後順位となります。）

①那覇市を中心とした沖縄県内の社会福祉に関する独創的、先駆的な事業・企画に対する
助成事業とします。（日常の人件費や交通費は助成対象外とします。）

（1）在宅障がい者・高齢者に対する給食、入浴、家事援助活動
（2）在宅障がい者・高齢者の外出補助活動
（3）ひとり暮らし、寝たきりの高齢者に対する訪問活動
（4）点訳・録音活動
（5）障がい者福祉施設・高齢者福祉施設での労力提供活動
（6）障がい者・高齢者に対する文化、レクリエーション活動の指導、援助活動（社会福祉

事業にかかわるものに限ります。趣味的な活動を行う団体は除きます。）
（7）その他児童福祉等上記に準ずる活動

②沖縄県内において、那覇市を中心に障がい者、高齢者および児童に対する次に掲げる社
会福祉活動を営む法人およびボランティア団体を支援するための施設・機器の設備等に
対する助成とします。

助成金総額は 500万円の予定です。
助成金額は、 1法人または1団体100万円を限度とします。

2025年11月（予定）に助成金授与式を開催し、助成金を銀行振込により給付します。

受給者は、助成の対象となった事業の終了後、当基金所定の「実績報告書」「収支決算書」
を基金事務局あて提出いただきます。

公益信託「源河朝明記念那覇市社会福祉基金」運営委員会の審議により、助成団体および
助成金額を決定します。

当基金所定の「助成金支給申請書」および「事業計画書」に必要事項を記入し、応募期間
中にご提出ください。前年度の収支決算書の添付もお願いいたします。

詳しくは琉球銀行ホームページ掲載の募集要項をご確認ください。

助成対象先
沖縄県において、那覇市を中心に県民のための社会福祉活動（社会福祉法第2条に規定する
第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業にかかわる社会福祉活動、その他これに類す

詳しくは琉球銀行ホームページ掲載の募集要項をご確認ください。
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〒900-0034沖縄県那覇市東町2番１号　　 098-866-1212TEL
申請書の提出


